
 

 

こども・家庭法律相談 
 

～ひとりで悩まないで ぜひ相談を～ 

家庭問題（離婚等）に伴うトラブルを法律の専門家へ相談してみませんか。 

離婚前後の生活費やこどもの養育費、親子交流等、こどもの権利を守るため

の方法をアドバイスします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 ：佐賀市内にお住まいで、 

離婚に際し法律相談が必要な方 

離婚後に相手方とのトラブルで法律相談が必要な方等 

 

 日 時 ：毎月第３火曜日 １４時～１６時 ①１４：００～ 

 ②１４：４０～ 

 ③１５：２０～ 

<令和８年度> 

・ ４月２１日（火）   ・ １０月２０日（火） 

・ ５月１９日（火）   ・ １１月１７日（火） 

・ ６月１６日（火）   ・ １２月１５日（火） 

・ ７月２１日（火）   ・  １月１９日（火） 

・ ８月１８日（火）   ・  ２月１６日（火） 

・ ９月１５日（火）   ・  ３月１６日（火） 

   

 定 員 ：毎回３名（１人あたりの相談時間は 40 分です） 

 

 対応者 ：佐賀県弁護士会所属の弁護士  

 

 会 場 ：佐賀市役所 本庁舎１階（こども家庭課 58 番窓口へ） 

 

 費 用 ：無 料 相談は、原則として年度内１回まで 

 

申込受付：こども家庭課  

☎０９５２－４０－７２５４ 
 

※実施日の１週間前までに 

相談員による事前相談(面談)が必要です。 


